
現在の函館市の家庭ごみの分別区分は６種類

燃やせるごみ
生ごみ・皮革・ゴム類・衣類・
50cm 未満のプラスチック製品など

燃やせないごみ
（金属類・ガラス類・陶器類など）

プラスチック容器包装
トレイ類・パック類・
プラボトル類・発泡スチロール類など

缶・びん・ペットボトル
（ジュース類・酒類・しょう油類など）

粗大ごみ
（タンス・机などの大型家具・自転車・６畳以上のじゅうたんなど）

乾電池
（小型充電式電池・ボタン電池を除く）
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